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一般社団法人京都府豊業会議
（京都府農地中間管理機構）
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農地中間管理事業のしくみ

ｒ′「‘
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１
「
１１

　

農地中間管理事業とは……

　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　　　

　　　　

　

　

　　　　 　　

　　

　　　

　　

　　　

　　　 　　

　　　

　農地中間管理事業は、農地中間管理機構（機構）が出し手農家から農地を借り受け、
農業経営の効率化や規模拡大を進める担い手農家等へ貸し付ける制度です。

事業対象農用地

　

●市街化区域の農用地を除く農地

貸 付 希 望 者

　　　

そろそろ農業を続けて

　　　　　　　　　　　　　

借 受 希

　

（出 し手）

　　　　　　

いくのが難しくなってきた。

　　　　　　　　　　　　　　　

（受け手）

　　　　　　　　　　　

息子も都会で働いていて

　　　　　　

営農規模を

戻ってくれそうにないなあ。

　　　

拡大したいな。

・
，・

　　

．

　　　　　

－

　　　　　

．、．

　　　　

このままだと、田んぼや
分散した農地を

　　　　　　　　　　

畑が荒れてしまう。 まとめて、効率よく

　　　　　　　　　　　

だれか代わって

　　　　　　　　

営農 した いな。

　　　　　　　　　　　

耕作 してく れないかな。

京都府披業会訳

　　　　　　　　　　　　

（京都府農地中間管理機構）

　

平成２６年度に全国に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。京都府で

　　

は、一般社団法人京都府農業会議が、農地中間管理機構として知事の指定を受け、

，

　

市町村や農業委員会等と連携し、農地中間管理事業を推進してます。

　

機構事業のメリット

　

・公的な機関が間に入りますので、安心して、安定的に農地を貸し借りできます。

　

・貸付にあたっては、地域の農業に配慮して「京力農場プラン」や「地域計画（目標地

　　

図）」等で位置づけされる担い手に集約して農地を貸付け、有効活用します。

　

・機構を介することにより、市町村域を超えた広域的な担い手等への貸借も可能と

　　

なります。

　

・まとまった農地を担い手に貸し付けた場合、一定の要件を満たせば地域あるい

，

　

は個人に機構集積協力金が支払われます。（詳細は、市町村窓口に確認）

１１
・１１

　　　　　　　

り“
／

　

　

借受希望者

合は、その旨申し出てください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

’

　　

．・

　

’
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＼　

農地中間管理事業による農地の借入・貸付手続フロー

農地を貸したい、借りたい場合

”

　

…” …一

　　　　

農地を貸したい、借りたい場合は、市町村の農政担当課（裏
辰 地 の 貸 付・ 借 受

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

十 十十

　　　　　　　　　　

面参照）、または地域の農業委員、農地利用最適化推進委員

　

希望相 談

　　　　　　

に相談ください。また、すでに借受・貸付の候補者がいる場

マッチング

　　　　　

手農家への集積・集約状況等を基に、市町村・農業委員会、機

貸借の成立

　　　　　

り受け、借受希望者に農地を貸し付けます。

　　　　　　　　　　

※手続きは、旧農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が

機構が借り入れる農用地等の基準
①市街化区域の農用地を除く農地等である と

　　　　　

〆 ★

②貸付希望農地の賃借料が適切であること
③今回の貸し借りにより、担い手農家の営農効率があがること

　　　　　　　　

ト、 人

④再生不能と判断される遊休農地な どでな いこと

　　　　　　　　　　　　　　　　

▽

⑤市町村が検討する地域計画（目標地図）等に基づく借受候補者がいること
⑥借入期間は原則１０年（短縮５年）とする

機構が農用地を貸し付ける相手の要件、考え方
①市町村が策定、検討している地域計画（目標地図）に借受者として位置づけられること
②農業用機械や施設などの資本整備が営農に必要な水準であること

考え方
・地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せられること
・既に効率的な農業を行っている担い手等の経営に支障を及ぼさないこと

機構が農用地を借り受け、貸し付ける基本事項、組織体制
①貸借は、賃貸借、使用貸借の２種類…無償の使用貸借が主流（９割）

　

・賃貸借の場合は、保証金、保証人のどちらかが必要です。

　

・賃借料は、毎年、１２月１日に借受者口座から引落とし、１２月２５日に貸付者口座

　

に振込みます。

②相続等が発生した場合は、変更届により権利者の交替ができます。

　

・相続人の１／２を超える同意により、相続人代表者による手続きも可能です。

　

・納税猶予の適用を受けている相続人が、機構に貸付けした場合は、納税猶予が

　

継続されます。（税務署への届出書提出が必要）

③事業についての窓口業務は市町村にお願いしており、また、各地域ごとに機構

　

現地推進役を配置していますので、お気軽に裏面窓口にご相談ください。

地域の話し合い

　

これまで、地域での話合いにより、
ｒ京力農場プラン」が作成されてきましたが、農業

者の減少や耕作放棄地が拡大するなか、地域の農地が適正に管理され利用されやすく
なるよう、担い手農家等に農地の集約化等を加速することが求められています。

　

このため、令和５年４月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、「京力農場プラン」
が「地域計画（目標地図）」として法定化され、地域での話合いにより目指すべき将来の
農地利用の姿を明確化するとともに、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、
農地の集約化等を進めることとなりました。

マッチングが成立すれば、機構が貸付希望者から農地を借

定める「農用地利用集積計画」の公告により行います。

市町村が策定中の地域計画（目標地図）や、これまでの担い
手農家への集積・集約状況等を基に、市町村・農業委員会、
構が貸付希望者と借受希望者とのマッチングを行います。



　　　

屡報縄凹慶応可憐壷１１罰・日曜１ｇｉ話園Ｅ主コ

出し手

　　　　　　　　

機構 受け手
（地主）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（担い手農業者）

農地中間管理機構が、離農農家や経営規模を縮
小する農家等から農地を買入れて、規模拡大に
より経営の安定化を図ろうとする担い手農家
に農地を売渡す事業です。

農地を売りたい方は ………………

　　　

農地を買いたい方は……… ……－・

ト譲渡所得（８００万円）の特別控除が

　　　　　　　　

ト低利の資金が優先的に借りられます。

　

受 けられ ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●農 業経 営 基 盤 強化 資 金（ス ー パーＬ）

・ 土地代金は契約・登記後、速やかに

　　　　　　　　　　

●経営体育成強化資金

確実にお支払いします。

　　　　　　　　　　　　

ト 所有権移転登記に必要な登録免許税が

１５／１０００から１０／１０００に
軽減されます。事業要件

・対象農地が農振農用地であること
・受け手が担い手農家であること

ト不動産取得税の１／３相当額が
控除されます。

・相続、住所変更、抵当権の抹消等の登記が
できていること

相談窓口

一般社団法人

　

京都府農業会議（京都府農地中間管理機構）
〒６０２‐８０５４

　

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町１０４の２

　

京都府庁西別館

　

ＴＥＬ．０７５－４１７‐６８６８

令和５年度

　

現地推進役
担当地域 世話役氏名 連

　

絡

　

先 担

　

当

　

市

　

町

　

村

京都乙訓 小森

　

聡 ０８０‐７４０６‐７０９４ 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

山

　　

城 浬崎

　

肇 ０９０‐６０７６■３５９２ 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

南

　　

丹 原田

　

清弘 ０８０－４６３６－７４９７ 亀岡市、南丹市、京丹波町

中

　　

丹 森

　　

治男 ０８０‐３６２９‐８１９９ 福知山市、舞鶴市、綾部市

丹

　　

後 増田

　

英雄 ０８０‐９４６４‐７２０５ 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

市町村
地

　

域 市町村名 郵便番号 住

　　　　

所 担当課 電

　

話
京都・乙訓 京都市 ６０４‐８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 農林企画課 ０７５１２２２‐３３５１

向日市 ６１７‐８６６５ 向日市寺戸町中野２０番地 産業振興課 ０７５‐８７４‐２４８５

長岡京市 ６１７‐８５０１ 長岡京市開田１丁目１番１号 農林振興課 ０７５‐９５５－９５１４

大山崎町 ６１８－８５０１ 乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目３番地 経済環境課 ０７５‐９５６‐２１０１

山

　　　

城 宇治市 ６１１‐８５０１ 宇治市宇治琵琶３３番地 農林茶業課 ０７７４－２０‐８７２３

城陽市 ６１０‐０１９５ 城陽市寺田東ノロ１６番地１７番地 農政課 ０７７４・５６‐４００５

八幡市 ６１４‐８５０１ 八幡市八幡園内７５番地 農業振興課 ０７５‐９８３－２７０３

京田辺市 ６１０－０３９３ 京田辺市田辺８０番地 農政課 ０７７４‐６４－１３６２

木津川市 ６１９‐０２８６ 木津川市木津南垣外１１０－９ 農政課 ０７７４‐７５－１２２０

久御山町 ６１３‐８５８５ 久世郡久御山町島田ミスノ３８番地 産業・環境政策課 ０７５１６３１‐９９６４

井手町 ６１０－０３０２ 綴喜郡井手町大字井手小字東高月８番地 産業環境課 ０７７４‐８２‐６１６８

宇治田原町 ６１０‐０２８９ 綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口１８番地のＩ 産業観光課 ０７７４‐８８‐６６３８

笠置町 ６１９‐１３０３ 相楽郡笠置町笠置西通９０番地のＩ 建設産業課 ０７４３‐９５‐２３２６

和束町 ６１９－１２９５ 相楽郡和束町大字釜塚小字生水１４番地の２ 農村振興課 ０７７４‐７８‐３００８

精華町 ６１９－０２８５ 相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻７０番地 農政課 ０７７４‐９５－１９０３

南山城村 ６１９１１４１１ 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保１４番地Ｉ 産業観光課 ０７４３‐９３‐０１０５

南

　　　

丹 亀岡市 ６２１‐８５０１ 亀岡市安町野々神８番地 農林振興課 ０７７１‐２５－５０３６

南丹市 ６２２‐８６５１ 南丹市園部町小桜町４７番地 農業推進課 ０７７１－６８‐００６０

京丹波町 ６２２－０２９２ 船井郡京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１ 農林振興課 ０７７１‐８２‐３８０８

中

　　　

丹 福知山市 ６２０１８５０１ 福知山市字内記１３番地のＩ 農林業振興課 ０７７３‐２４‐７０４４

舞鶴市 ６２５‐８５５５ 舞鶴市字北吸１０４４番地 農林水産振興課 ０７７３－６６－１０２３

綾部市 ６２３‐８５０１ 綾部市若竹町８番地のＩ 農政課 ０７７３‐４２‐４２６６

丹

　　　

後 宮津市 ６２６１８５０１ 宮津市字柳縄手３４５番地の１ 農林水産課 ０７７２－４５－１６２６

京丹後市 ６２９‐２５０１ 京丹後市大宮町口大野２２６番地 農業振興課 ０７７２‐６９‐０４１０

伊根町 ６２６‐０４９３ 与謝郡伊根町字日出６５１番地 地域整備課 ０７７２‐３２‐０５０５

与謝野町 ６２９‐２４９８ 与謝郡与謝野町字加悦４３３番地 農林環境課 ０７７２－４３－９０２３

令和５年９月作成


